
■特別児童扶養手当
■対象　日常生活において常時介護を必要とする
　　　　２０歳未満の障害を有する在宅の児童を
　　　　養育している保護者。対象となる障害は、
　　　　 以下の程度の障害をいいます。
　　　　□身体障害者手帳１〜３級

　　　　□療育手帳等級 A 〜 B －１

※所得制限により手当が支給されない場合があります。

問町福祉課障害福祉係 ☎ 055-242-7057

■心身障害者（児）福祉手当
■対象　次のいずれかを所持している在宅の心身
　　　　障害者・心身障害児の保護者
 　　　  □身体障害者手帳１・２級

 　　　  □療育手帳　等級Ａ

 　　　  □精神障害者保健福祉手帳１・２級

※ただし次の方は対象にはなりません。
　・�障害年金、特別障害者手当、障害児福祉手当の受給

者の保護者および、特別児童扶養手当の受給者
　・�市町村民税課税世帯に属する方

　　　　　　問町福祉課障害福祉係 ☎ 055-242-7057

■児童扶養手当
　ひとり親家庭などの生活の安定と自立促進を目
的に、児童（18 歳の年度末まで。ただし、法令
で定める障害の状態にある場合は 20 歳の誕生月
まで。）を養育しているひとり親家庭の母又は父等
に対し、手当を支給する制度です。なお、所得制
限などにより手当が支給されない場合があります。

　問町子育て支援課子育て支援・保育係☎ 055-224-9011

■特別障害者手当
■対象   著しく重度の障害があり、日常生活にお
　　　　いて常時介護を必要とする２０歳以上の
　　　　 在宅の方。対象となる障害は、以下の程度
　　　　 の障害をいいます。
　　　　□身体障害者手帳１級（視力・聴覚障害などの
　　　　　一部は２級）程度の障害が２つ以上ある場合

　　　　□最重度の知的障害や精神障害がある場合

※３カ月以上の入院や所得制限などにより手当が支給されな
　い場合があります。

　　　　　問町福祉課障害福祉係 ☎ 055-242-7057

■障害児福祉手当
■対象　重度の障害があり、日常生活において常時    
　　　　 介護を必要とする２０歳未満の在宅の方。
　　　　対象となる障害は、以下の程度の障害を
　　　　 いいます。
　　　　□身体障害者手帳１級（両手指欠損など一部
　　　　  の２級）

　　　　□療育手帳がＡ－２a程度の知的障害、または

　　　　  は同程度以上の精神障害

※所得制限により手当が支給されない場合があります。

　　　　　問町福祉課障害福祉係 ☎ 055-242-7057

■児童手当
■対　象　高校生年代（１８歳の年度末まで）ま
　　　　　での児童を養育しており、市川三郷町
　　　　　に住民登録をしている方。

■支給額（月額）

第１・２子
３歳未満 １５，０００円

３歳～高校生年代 １０，０００円

第３子以降 ０歳～高校生年代 ３０，０００円

※「第〇子」について

　請求者（受給者）が監護する児童で、22歳に達した後、
　最初の3月31日までの間にある子を年齢の高い順に
　数えて「第〇子」といいます。

■支給時期

　 偶数月の２０日（２０日が休日等の場合は、
直前の休日等でない日）に、その前月までの手
当を支給します。（６月１９日には、４月・５月
分の児童手当を支給します。）
※ �公務員の方は、児童手当は職場から支給されますので、
職場に確認して下さい。

　問町子育て支援課子育て支援・保育係☎ 055-224-9011

　町には、福祉の増進を図るため、児童手
当などさまざまな制度があります。これらの
手当は、申請をしないと受けることができま
せん。
　主な手当などを紹介しますので、もう一度
チェックしてみて下さい。

各種手当各種手当などのなどの
おお知知らせらせ

申請はお済みですか？
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　市川三郷町の豊かな自然や歴史が再発見できるウォーキ
ングコースを収録した「ルンルン マップ」を作成しました。
もちろんいつもの道を少し意識して歩くだけでも、日々の健
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ペースで。心も身体も弾むまち歩きへ出かけてみませんか？
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背筋を伸ばす

少し遠くを見るように
前を見る

かかとから着地。つま
先で地面をしっかり踏
み込み、前へ進む

ひじは 軽く曲 げ て、
自然に振る

普段より歩幅を広げ
て、少し早めに歩くと
エネルギー消費アップ

ルンルンマップを 歩いてみよう

全部で３コース
電子版ルンルンマップ

はこちら

フレイル(虚弱)とは…
「健康」と「要介護」の中
間の状態。年齢とともに
筋力や認知機能などが低
下することが原因。

予防のポイント

運動
栄養
社会参加

フレイル予防にも！
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有料広告

有料広告募集中有料広告募集中！！詳しくはこちら

有料広告

有料広告募集中有料広告募集中！！詳しくはこちら

段　階 対　象　者 年 額  （月 額） 基 準 割 合

第１段階
世帯全員が
住民税非課税

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、課税年金収
入額と合計所得金額の合計 82 万 6,500 円以下

21,550円
（1,796円） 基準額× 0.285

第２段階 課税年金収入額と合計所得金額の合計 82 万 6,500 円
超 120 万円以下

36,670円
（3,056円） 基準額× 0.485

第３段階 課税年金収入額と合計所得金額の合計 120 万円超 51,790円
（4,316円） 基準額× 0.685

第４段階 本人が
住民税非課税

（世帯課税）

課税年金収入額と合計所得金額の合計 82 万 6,500 円
以下

68,040円
（5,670円） 基準額× 0.9

第５段階 課税年金収入額と合計所得金額の合計 82 万 6,500 円
超

75,600円
（6,300円）

基準額
（月額 6,300 円）

第６段階

本人が
住民税課税

合計所得金額 120 万円未満 90,720円
（7,560円） 基準額× 1.2

第７段階 合計所得金額 120 万円以上 210 万円未満 98,280円
（8,190円） 基準額× 1.3

第８段階 合計所得金額 210 万円以上 320 万円未満 113,400円
（9,450円） 基準額× 1.5

第９段階 合計所得金額 320 万円以上 420 万円未満 128,520円
（10,710円） 基準額× 1.7

第10段階 合計所得金額 420 万円以上 520 万円未満 143,640円
（11,970円） 基準額× 1.9

第11段階 合計所得金額 520 万円以上 620 万円未満 158,760円
（13,230円） 基準額× 2.1

第12段階 合計所得金額 620 万円以上 720 万円未満 173,880円
（14,490円） 基準額× 2.3

第13段階 合計所得金額 720 万円以上 181,440円
（15,120円） 基準額× 2.4

介護保険料納入通知書介護保険料納入通知書がが

７７月上旬月上旬からから発送発送されますされます
　７月上旬から６５歳以上の方が納める『令和８年度介護保険料納入通知書』をお送りします。保険料
の年額は下記表のとおりです。保険料の金額は３年に１度見直しがあり、令和９年度に見直しを予定し
ています。

　　      歳
以上の方

６５

令和令和８８年度　段階別介護保険料年度　段階別介護保険料

34,40034,400円円

51,79051,790円円

52,17052,170円円

21,55021,550円円
36,67036,670円円
51,79051,790円円

第１段階  第１段階  

第２段階第２段階

第３段階第３段階

本来の年額 軽減後の年額

第１～３段階の保険料第１～３段階の保険料
は公費投入により負担は公費投入により負担
を軽減を軽減

問町介護課介護保険係☎ 055-272-1106

町の情報を直接皆さまに
お届けします！
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